
 

○年金積立金管理運用独立行政法人法（平成 16 年法律第 105 号）(抄) 

 

 (運用委員会の設置及び権限 ) 

第十五条  管理運用法人に、運用委員会を置く。  

２  次に掲げる事項は、運用委員会の議を経なければならない。  

一  業務方法書の作成又は変更  

二  通則法第三十条第一項に規定する中期計画 (第二十条において「中期計

画」という。 )の作成又は変更  

３  運用委員会は、年金積立金の運用状況その他の管理運用業務の実施状況

を監視する。  

４  運用委員会は、前二項に規定するもののほか、管理運用業務に関し、理

事長の諮問に応じて重要事項について意見を述べ、又は必要と認める事項

について理事長に建議することができる。  

(運用委員会の組織 ) 

第十六条  運用委員会は、委員十一人以内をもって組織する。  

(委員 ) 

第十七条  委員は、経済又は金融に関して高い識見を有する者その他の学識経

験を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命する。  

 ２  委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任

期間とする。  

 ３  第九条、第十一条第一項、第十三条及び第十四条並びに通則法第十四条、

第二十一条第二項、第二十二条並びに第二十三条第一項 (第十条において読み

替えて適用する場合を含む。 )及び第二項の規定は、委員について準用する。

この場合において、通則法第十四条第三項中「第二十条第一項」とあるのは

「年金積立金管理運用独立行政法人法第十七条第一項」と、通則法第二十二

条中「非常勤の者」とあるのは「非常勤の者及び教育公務員で政令で定める

もの」と、通則法第二十三条第一項及び第二項中「主務大臣又は法人の長は、

それぞれ」とあるのは「厚生労働大臣は、」と読み替えるものとする。  

 

 


